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はじめに
世界銀行によると､ 世界には１日1�25ドル未

満での生活を余儀なくされている貧困者が14

億１いると報告され､ アジア太平洋諸国には､

カンボジア､ バングラデシュ､ インドのように

１日１ドルに満たない貧困者が人口の３割以上
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要 約

国連ミレニアム開発目標は (��,�) は､ 2015年までに国際社会が達成すべき８つの目標 (貧困撲滅､

教育推進､ ジェンダーの平等､ 乳児死亡率､ 妊産婦の健康改善､ *�01エイズ､ マラリアなどの防止､

環境の持続可能性の確保､ グローバル・パートナーシップ) を掲げており､ その中でも貧困削減は喫緊

な優先課題である｡ 開発途上国においては､ 高齢者および障害者の貧困率は極めて高い現状が報告され

ている｡ しかしながら､ ��,�にはこのグループに関する記述は含まれていない｡ 貧困撲滅や初等教

育を完全普及するためには､ このグループのメインストリーミングは不可欠だと認識されてきた｡ 本稿

では､ 国連アジア太平洋経済社会委員会 (������ ) の高齢者および障害者への動向について紹介す

るとともに､ その活動を通して開発問題との課題について考察することを目的とする｡ また､ ｢福祉に

基づいたアプローチ｣ から ｢権利に基づいたアプローチ｣ への新たな開発パラダイムの主要な概念とし

て､ ノーマライゼーション､ 社会的包括､ 潜在能力､ エンパワーメントを取り上げる｡ 最後に､ 今後の

������ の役割と課題について考察する｡

キーワード：開発､ 国際社会福祉､ 高齢化・障害､ メインストリーミング､

国連アジア太平洋経済社会委員会 (������ )

(研究論文３)

１ 世界銀行 ��	����	�ウェブサイトより入手 (����11	$�������
���#����1.!��-�1�2-����&1�2-���1�2-�������*10""$���	����'�
218821623���	 '�641654013�� '�641650263�(	���	 '�469382"00�(�
�����(アクセス2009年２月14日)



占める国が存在し､ ６億人以上の貧困層が生活

している (����������	
���2007)｡ 貧困に

関しての一定の定義はなく､ 近年では所得と消

費に着目した所得貧困や潜在能力の欠如に着目

した考え方などがある｡ 本稿では､ 一日一ドル

未満で生活している人を貧困者と定義する｡ 20

00 年に設定されたミレニアム開発目標

(��
�) は､ 2015年までに貧困者の半減やす

べての子どもが初等教育を受けることなど８つ

の目標を定めている｡ この目標を達成するため

には､ 女性､ 子ども､ 高齢者､ 障害者､ マイノ

リティがターゲットの中に含まれていなければ

困難だといえる｡ このような社会的弱者への支

援を実施している重要な国連機関として､ タイ

のバンコクに本部を置く国連アジア太平洋経済

社会委員会 (	�����
�����������������������

����������������� ��������������	
�����

以下	
�����) が存在する｡ アジア太平洋諸

国の経済社会開発全般にわたる地域協力推進を

使命としており､ 地域内の国連機関および加盟

国間の調整役として重要な役割を担っている｡

地域内にある多数の国際機関の中でも､ 高齢者

および障害者分野におけるリーダー的な活動を

行っている｡

	
�����は､ 1999年に地域で初めて高齢化

に関する ｢マカオ宣言｣ と行動計画を策定する

一方､ 障害者分野でも最初に1993年から ｢アジ

ア太平洋障害者の10年｣ を開始し､ 2003年から

は ｢第二次アジア太平洋障害者10年｣ を実施し

ている｡ 世界的な動きとしては2006年12月国連

総会で ｢障害者権利条約｣ が採択され､ 障害問

題は開発問題・貧困問題として開発プロセスへ

のメインストリーミング化の必要性が高まって

きた｡ 第一次障害者10年の最終年(2002年)に合

意された ｢びわこミレニアム・フレームワーク｣

文書は､ ミレニアム開発目標と障害問題をリン

クした点において､ その意義は大きい｡ また､

同文書は最貧困層の20％は障害者で占められて

いるとも報告している｡ 障害者は貧困に陥りや

すく､ また貧困層の多くはすでに障害を持って

いたり､ 障害者となるリスクが高いことも指摘

している (������������2003)｡ 極度の貧

困と飢餓の撲滅を達成するためには､ 最も不利

な立場におかれている障害者への支援を優先さ

せなければならない｡ 同じような不利な立場に

高齢者も陥っており､ その多くが貧困者である｡

少子高齢化が進んでいるアジア太平洋地域だが､

高齢者分野の政策はまだ遅れている現状である｡

今後増加する高齢者へのケアの問題､ 社会保障､

医療の問題を含め､ この分野は大きな課題とな

ることが推定される｡ 本稿では､ 近年､ 開発と

の関連で注目されてきた高齢化と障害の問題に

ついて､ 	
�����の社会開発部の活動を通し

てその動向を把握することを目的とする｡ 最初

に､ 簡単に 	
�����の概要をのべ､ 次に社

会開発部の高齢者および障害者を対象とする活

動を概観する｡ さらに､ 両分野における主要な

概念として､ ノーマリゼーション､ 社会的包括､

潜在能力､ エンパワーメントを取り上げる｡ 最

後に､ 今後の 	
�����の役割と課題につい

て考察することを試みたい｡

１. 国連アジア太平洋経済社会委員会
(�������)

� �������の歩みと設立背景
国連アジア太平洋経済社会委員会の前身であ

る国連アジア極東経済委員会 (	
�����) は､

第二次世界大戦後にアジアの国々の復興を目的

に､ 1947年３月に国連経済社会理事会の下部機

構の５つの地域委員会一つとして中国上海に設

立された｡ 	
�����は､ 太平洋地域加盟国の

増加および社会開発の重要性を反映させるため

に､ その名称を1974年に 	
�����と改め､

タイのバンコクに本部を置いている｡ アジア太

平洋地域における経済発展・社会開発のための

調査や研究や勧告等を主な任務としている｡

アジア太平洋地域は､ 世界の人口66億人のう

ち約６割 (約41億人) が生活を営んでいる｡ そ

の中の約６億人が１日１ドル未満で生活してい

ると推測されている２｡ 地域内には､ 貧困､ 紛

争､ � !�� ��､ 売春､ 人身売買､ 自然災害な

ど数多くの課題が存在する｡ 	
�����が活動

対象とする国々は､ 西はトルコ､ 中央アジア諸

国のカザフスタン､ ウズベキスタン､ キルギス

タン､ 東は南太平洋諸国のキリバティ､ 北はロ

シア､ モンゴル､ 南はニュージーランド､ パプ
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２ アジア開発銀行ウェブサイトより入手 ���"���###$��%$��&����'���������������������&(2020�������&(2020)"����$"��(アクセス2009年２月14日)



アニューギニアまでを含み､ ５つの地域委員会

の中でも最も広範囲かつ多様な地域をカバーし

ている｡ 毎年開催される最高意志決定機関であ

る �������総会の下に､ �貧困削減､ �喫

緊の社会問題､ �グローバリゼーションへの対

策といった最優先分野を扱う委員会が設置され､

その達成に向けて事業部が設置されている｡

� 目的と活動内容
�������はアジア太平洋地域の重要な政府

間組織及び政府間の対話の場として､ 先に挙げ

た３つのテーマに対して地域協力を促進するこ

とが基本的使命であり､ 具体的な活動目的は以

下の通りである｡

－総会､ 各委員会などの諸会議を行い､ 経済・

社会開発の課題に対する政策決定者の理解

を深めるとともに､ 総会において事務局の

事業活動の方向性の決定

－経済・社会開発における調査・研究

－技術援助､ 開発計画の立案､ モニタリング､

評価などのアドバイスサービス

－地域協力のための様々な具体案提示､ 資料・

情報の提供

2008年現在､ �������は53の加盟国 (49の地

域内加盟国､ ４つの地域外加盟国) と９つの準

加盟国の合計62カ国で構成されている３｡

� 事務局組織
�������の組織は､ 毎年開催される最高意

志決定機関の総会があり､ 毎年一回官僚レベル

が出席し開催されている｡ 2007年８月からノエ

リーン・ヘイザー事務局長 (��	
		��	
�	�､

シンガポール) が就任している｡ 事業運営は､

３つのテーマに取り組む以下の７つの部局で構

成されている｡
◆貧困削減テーマ：貧困開発部､ 統計部
◆喫緊の社会問題：社会開発部
◆グローバリゼーションに対する対策：貿易・

投資部､ 運輸・観光部､ 環境・持続可能な

開発部､ 情報・コミュニケーション・宇宙

技術部

�������の歳入は通常予算財源４､ 予算外

財源､ そして地域内での諮問サービスにわけら

れている｡ 国連本部の ��38億ドルの通常予

算５から､ 経済発展・社会開発のための調査や

研究や勧告等の主な任務を遂行するための資金

として��7�190万ドルの配分を受け､ 予算外財

源は��2�610万ドルとなっている｡ 予算外財源

は､ 主に加盟国への技術協力事業を支えている｡

その他に､ 国連本部から地域内の諮問サービス

への支援と通常予算と予算外財源の差額を埋め

るための目的のために��4�500万ドルが拠出さ

れている６｡

２. 社会福祉領域の問題への取り組み
社会開発部 (���������	
���
�����������	�)７

社会開発部は､ １)健康・開発課 (�	�
�����

�	�	
���	���	�����)､ ２)ジェンダー・開発課

(�	��	�����	�	
���	���	�����)､ ３)人口・

社会統合課 (����
�������������
���	�������

�	�����) の３つの課と部長室 (�  ��	� ��	

���	 ) で構成されている｡ �������なかで社

会福祉分野における活動の中枢を担う部である｡

人口・社会統合課では､ 人口､ 障害者､ 社会政

策､ 及び高齢者問題に取り組んでいる｡ ここか

ら､ この課における高齢者および障害者に関わ

る主要な活動を紹介する｡

� 高齢化に関する活動
世界の総人口は66億人を超えており､ 国別で

は､ 中国､ インドが10億人を超え､ アメリカ､

インドネシアが２億人台､ さらにブラジル､ ロ

シア､ パキスタン､ バングラデシュ､ 日本､ ナ

イジェリアが１億人台で続く｡ 東アジアから中

近東までを含めたアジア地域では､ 中国やイン

ド等の人口大国を含め世界全体の約60％ (41億

人) を占めている｡ 高齢者の増加は､ 1990年の

５億人から2050年には約15億人になると推測さ

｢高齢化・障害と開発｣ のメインストリーミング
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３ ����!""###$��	%���$���"�&���"�	�&	�$�%�を参照
４ 参考までに､ 国連通常予算の日本分担率は､ 加盟当初約２％であったが､ 2003年時点で19$51575％へと減少している｡
５ 通常予算とは､ 加盟国からの分担金を意味する｡
６ ����!""###$��	%���$���"

７ 2009年の �����ホームページでは､ �����
�	�	
���	������%���と改名されている｡ ３つの課は､ １) 社会保護・社会正義課 (�����

����	�������������
'�%���	�	�����)､ ２) ジェンダー平等・エンパワーメント課 (�	��	��(��
��
�������#	��	���	�����)､ ３) 社会
政策・人口課(�����
��
��
�������
������	�����) へと変更されている｡

８ ����	�������%)��
�����
��������%�	��%2006 ����!""	%�$��$���"����"���	*$�%�+���	
,1



れ､ これはアジア地域全体の人口の17�5％に達

する見込みである８｡ この傾向は先進国､ 経済

体制移行国において進んでいるが､ アジアをは

じめとする開発途上国の中でも急速に進展して

いくと予想されている｡ このような状況を踏ま

えると､ 高齢社会への対応は �������諸国

においても避けて通れない大きな課題となって

くると考えられる (表１)｡ 特に､ 東アジア諸

国の高齢化のスピードは早く､ 医療､ 社会保障､

経済への影響が大きくなるとともに､ 高齢者の

生活およびケアを支援するための政策が必要と

なってくるであろう｡ その中でも､ 韓国､ フィ

リピン､ カンボジア､ タイ､ 香港における60歳

以上の高齢者人口の増加が非常に速いことは表

２からも明らかである｡

このような状況に対応するため､ �������

諸国は､ 1999年の国際高齢者年に向けて同年

｢マカオ宣言｣10 と ｢アジア太平洋地域の高齢化
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表１ アジア太平洋諸国の高齢化の状況 (2008年)

国／地域
2005年人口数
(単位：1000)

60歳以上の
人口率 (％)

老年化指標９

東アジア

1 中国 1	336	331 12 58

2 香港 6	977 17 125

3 日本 128	026 29 212

4 マカオ 541 12 87

5 モンゴル 2	654 6 22

6 韓国 48	607 15 89

南東アジア

7 ラオス 5	963 5 14

8 マレーシア 27	663 7 25

9 フィリピン 90	457 6 18

10 タイ 63	121 11 52

南・南西アジア

11 バングラデシュ 161	318 6 18

12 インド 1	186	186 8 25

13 イラン 72	212 7 25

14 モルディブ 310 7 22

15 ネパール 28	757 6 16

16 スリランカ 20	328 11 48

北・中央アジア

17 ジョージア 4	361 14 105

18 アルメニア 2	996 15 77

19 カザフスタン 15	532 10 44

20 ウズベキスタン 27	769 6 20

太平洋

21 オーストラリア 21	336 19 101

22 フィージー 837 8 24

23 グアム 176 9 37

24 ニュージーランド 4	270 17 82


出所：��������
���������������	2008�

９ 15歳未満人口100人に対する65歳以上人口の比を示す｡
10 高齢者に関する地域での最初の行動計画
11 第一回世界会議は1982年７月26日から８月６日までウィーンで開催された｡ 同年３月29日から４月２日まで､ ＮＧＯフォーラムが別途開催さ
れており､ 約350名が参加した｡



に関する行動計画｣ を採択し､ 2002年４月スペ

インのマドリードで開催された ｢第２回高齢化

に関する世界会議｣11 へ地域からのインプット

を提出した｡ マドリード会議では､ 20年前に採

択された ｢高齢化に関する国際行動計画｣ の見

直しを行い､ 優先課題として117項目の施策を

含めた行動計画と政治宣言を採択し､ 高齢者に

関わる ｢高齢者と社会経済的発展｣､ ｢高齢化に

伴う健康と福祉の増進｣､ ｢高齢者を支える環境

整備｣ を定めている｡ これを受け､ �������

は同年６月に地域内政府を対象とした高齢者に

関する政策・プログラムに関するアンケート調

査を実施し､ その結果とマドリード行動計画の

フォローアップとして中国上海市において2002

年９月23～26日にアジア太平洋地域における高

齢化の状況の概観や､ 高齢化への対処のための

優先分野についての会議を開催している｡ また､

｢高齢化に関するマドリード国際行動計画2002｣

及び ｢アジア太平洋地域の高齢化に関する行動

計画 (マカオ行動計画)｣ を実施するための地

域戦略の検討が行われ､ 地域実施戦略に関する

ガイドラインを示す ｢上海実施戦略｣12 を採択

している (表３)｡

さらに､ 2004年にはマドリード行動計画の実

践化に向け､ 草の芽レベルで高齢化の状況及び

その対策を立てるための参加型調査ツール

(�	
���	
����
	��
���������������) の作成

に取りかかった｡ ツール作成のためにスリラン

カと中国へのフィールド調査を行い､ その結果

は ｢アジアにおける高齢化：簡易調査 (������

�����	���	
���


	��	�)｣13 にまとめられて

いる｡ この報告書は､ 参加型調査・研究方法の

利点・弱点をまとめた上で､ 世代間交流も含め

たコミュニティー事業と高齢者による ｢参加型

アプローチ｣ を効果的な手段として示している｡

また､ このアプローチを活用するためのプロセ

スの概要を明記し､ 後半ではスリランカと中国

でのフィールド調査の結果を報告している｡

地域内の情報提供の側面からは､ �������

地域内の政府機関及び���のディレクトリー

｢高齢化・障害と開発｣ のメインストリーミング
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表２ 高齢者人口 (60歳以上) の推移 (1990年～2025年)

12 �������のウェブサイトより入手
���
������� ����	
��
�������
����	��������
	���!���	���	��
�"(アクセス2009年２月116日)

13 ���
������� ����	
��
�������
����	������������#����	�
�"を参照
14 ���
������� ����	
��
�������
�������������������$ ��2006���%20�����%202005%20������%20� 
!���
�"にて入手可能 (アクセス2008年11
月15日)｡

(出所：��&��� 2008'
�39)



を発行しており､ 地域内におけるネットワーク

の強化・促進に貢献している｡ 2005年には､

2002年のアンケート調査の更新と高齢者に関す

る政策やプログラム状況も含めた情報を地域内

の20ヵ国から収集し報告書にまとめている14｡

このような地域内の現状をまとめた報告書は､

各国の状況を把握し比較検討するためにも重要

である｡

近年の動きとしては､ 2006年６月30日～７月

１日に上海実施戦略とマドリード行動計画にお

ける実施状況を検討するために､ ハイレベル地

域専門家会議を主催している｡ また､ マドリー

ド行動計画から５年後の2008年２月には､ 国連

本部でそのレビューが行われたが､ その準備と

して2006年６月に専門家会議15を開き､ 域内政

府の意見交換および高齢者問題に関する取り組

みをまとめている｡

アジア太平洋諸国の高齢者が直面している問

題として､ 社会保護 (セーフティネット､ 労働

市場､ 年金) が多くの国で未整備であること､

そのために貧困の状態に陥っていること､ また

��������感染者が多い地域では､ 高齢者が患

者の家族の介護やエイズ孤児を養育するなど従

来の介護を受ける立場から介護者への役割を担

うなどの新たな状況が出てきている｡ さらに､

自然災害を受けた高齢者への支援対策は重要な

課題となっている｡ このような高齢者の抱える

新たなニーズに対応する取り組みが必要である｡

�	
����の役割としては､ 加盟国政府､ 地域

の	
�､ 国際	
�､ 市民社会との協力を強化

し､ マカオ行動計画のモニタリングおよび推進

を押し進め､ 高齢者に対する最低限の生活保障

を提供することがあげられる｡

� 障害に関する活動
世界人口の６億５千万人 (約10％)16 いると
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Ⅰ. 高齢者と開発

１) 高齢化を開発政策の優先課題とし､ 高齢者の参加を促進

２) 広義の社会保障の整備

３) 高齢者の貧困の削減

４) 高齢者と緊急事態

５) 高齢化及び高齢者に対するポジティブな姿勢の促進

６) 高齢者の雇用

７) 高齢化におけるジェンダー問題の認識

Ⅱ. 高齢に伴う健康と福祉の増進

８) 自立した生活・健康・福祉を含むすべての世代の生活の質の確保

９) 健康向上と介護

Ⅲ. 高齢者を支える環境設備

10) 高齢者と家族

11) 社会サービスと地域サポート

12) 住宅と環境

13) 介護者へのケア及び支援

14) 高齢者の権利擁護

Ⅳ. 実施とフォローアップ

15) 高齢化に対する国家機構

16) 地域・国際協力

(出所：
�����������������������������������2003)

表３ 上海実施戦略 (骨子)

15 本会議に関する詳細は����������� ��!"��������!�#��!�!��������!�������$ ��2006���#�%��!�を参照｡
16 障害者数は､ ｢障害｣ に関する共通の定義や分類が国によって異なるため､ 統一されていない現状がある｡ ｢障害者権利条約｣ の第31条におい
ても統計及びデータ収集の課題が取り上げられている｡

�
���������6 ��1



推測される障害者のうち､ 約４億人がアジア太

平洋地域で生活しているとされ､ その約40％以

上 (約１億6000万人) が貧困者と想定されてい

る｡ 地域内の障害者の割合は､ クック島の0�7

％からオーストラリアの20％と報告されている｡

これは､ 障害の定義､ 分類､ 調査方法､ 技術が

国々によって統一されていない理由で各国の障

害者率の推定には大幅な差異があると考えられ

る (図１)｡ 現状では､ 障害者が貧困緩和プロ

グラムに参加する機会は非常に稀で､ 多くは社

会､ 経済､ 文化的な要因で教育や雇用の機会を

奪われ不利益な状態に陥っている｡ また､ 障害

問題と開発分野に詳しい専門家が少ないという

ことも原因の一つと考えられる｡

国連の障害問題の取り組みとしては､ 1981年

の国連障害者年､ 1982年の障害者に関する世界

行動計画の採択､ 1983年から国連障害者の10年

を宣言し､ 国際的に障害者問題への関心が高まっ

た｡ この流れを受けて､ �������に障害者プ

ログラムが開始したのは1987年である (高嶺､

2003)17｡

ここで､ 国際機関の障害者に関する国際条約､

世界行動計画､ 標準基準､ 地域の障害者の10年

などを含めた取り組みを見てみたい (表４)｡

1948年の世界人権宣言から2006年の障害者権利

条約に至まで､ 国際会議､ 宣言､ 行動計画など

が制定されている｡ 国際機関の中では､ 世界銀

行は障害者の貧困に関するプロジェクト実施､

人権に関しては人権高等弁務官事務所

(	
�
�)､障害児童は国連児童基金(�����
)､

労働問題に関しては国際労働機関 (��	) が

1955年に ｢障害者の職業リハビリテーション

(勧告99号)｣ を出して早くから障害問題に取り

組んでいる｡ 教育分野では､ 国連教育科学文化

機関 (�����	) が1995年のサラマンカ声明

(特別なニーズを持つ人の通常教育システムで

の教育など) をだしている｡ 1970年代からは世

界保健機関 (�
	) が ｢地域に根ざしたリハ

ビリテーション｣ を進めてきた｡

�������は､ 1981年の ｢国連障害者年｣ や

｢国連障害者の10年 (1983－1992)｣ の国際的な

動きを受けて､ 第48総会で ｢アジア太平洋障害

者の10年 (1993－2002)｣ を宣言した｡ 世界で

初めての ｢地域の10年｣ の開始となり､ アジア

太平洋障害者の10年に関する行動課題を採択し

ている｡ 行動課題は､ 障害問題について包括的

なアプローチをとることを示し､ １)国内調整､

２)法律､ ３)情報､ ４)啓蒙､ ５)アクセスとコ

ミュニケーション､ ６)教育､ ７)訓練と雇用､

８)障害の原因の予防､ ９)リハビリテーション・

｢高齢化・障害と開発｣ のメインストリーミング
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図１ ESCAP地域の障害者

17 高峰 (2003) によると､ 日本政府の資金・人的援助によって社会開発部に障害者プログラムが創設されている｡

(出所：������������6 ��3)



サービス､ 10)自立支援機器､ 11)障害者の自助

団体､ 12)地域協力の12の分野からなっている｡

最終年の2002年10月には､ 滋賀県大津市でハイ

レベル政府間会議が開催され､ ｢第二次アジア

太平洋障害者の10年｣ の地域行動計画となった

｢アジア太平洋障害者のためのインクルーシブ

で､ バリアフリーな､ かつ権利に基づく社会に

向けた行動のためのびわこミレニアム・フレー

ムワーク (����������	

��� 
���	�������

�����
��������
�
������	������	����		�
�

����������	� ����	�� ��� �	���
� ����

 ���������	��
�����
���	�������!��
)18 が

採択された｡ ��
は､ 従来の ｢福祉に基づく

アプローチ｣ から ｢権利に基づくアプローチ｣

への大きなパラダイムシフトの促進を目的とし､

７つの優先領域と21の行動目標を定めた｡ 優先

領域は､ ｢障害者の自助団体及び家族・親の会｣､

｢女性障害者｣､ ｢早期発見・早期対応および教

育｣､ ｢訓練及び自営を含む雇用｣､ ｢各種建設物・

公共交通機関へのアクセス｣､ ｢情報通信技術及

び支援技術を含む情報通信へのアクセス｣､ ｢能

力開発､ 社会保障及び持続的生計プログラムに

よる貧困削減｣ である (図２)｡

��
で特に注目すべきことは､ 目標21で国連
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18 ���"!##���$�
	���"$���#	���#"���#����������#���#��
$"��を参照

表４ 障害者の問題に関わる国際会議・決議・条約・宣言・決議・行動計画

年

1948 世界人権宣言

1975 障害者の権利に関する宣言

1979 女性差別撤廃条約

1981 国際障害者年 ｢完全参加と平等｣

1982 障害者に関する世界行動計画

1983 国連障害者の10年 (1983～1992)

1989 子供の権利条約

1990
万人のための教育宣言
国際識字年

1992 国連環境と開発に関する世界会議 (ブラジル・リオデジャネイロ)

1993 第一次アジア太平洋者障害者の10年 (1993年～2002年)

1994 サマランカ宣言

1995
国連社会開発サミット (コペンハーゲン)
世界女性会議 (北京)

1998 国際高齢者年

2003 第二次アジア太平洋者障害者の10年 (2003年～2012年)

2000
国連ミレニアムサミット (ミレニアム開発目標)
アフリカ障害者10年 (2000年～2009年)

2001 国連障害者権利条約への動き

2004 アラブ障害者10年 (2004年～2013年)

2005 世界マイクロクレジット年

2006年８月 第８回特別委員会報告書の採択

2006年12月13日 第61会国連総会が ｢障害者の権利条約｣ と ｢同選択議定書｣ 採択

2007年５月20日 ｢障害者権利条約｣ 発効 (批准国が20ヶ国に達す)

2009年２月現在 48ヶ国批准､ 137ヶ国署名 (日本は2007年９月28日に署名)

(出所：『人間の安全保障を踏まえた障害分野の取り組み』 "$26 を基に筆者作成)



ミレニアム開発の目標１ (極度の貧困と飢餓の

撲滅) を達成させるために､ 障害者を優先的に

積極的に包括するよう呼びかけ､ 各国政府に現

在一日の収入／消費額が１ドル未満の障害者の

割合を半減するよう具体的に示している点であ

る｡ ミレニアム開発目標の貧困削減と万人の初

等教育を達成するためには､ 障害者を対象とす

る取り組みが不可欠であることを明記している｡

また､ それを達成するための障害者のメインス

トーミング化､ 財源の割当､ データ収集､ 及び

貧困政策とのリンクの必要性を強調している｡

具体的な障害とミレニアム開発目標との関係は

表５にまとめた｡ 国際機関の中でも､ ミレニア

ム開発目標と障害者の問題に､ いち早く着目し

た国際機関は世界銀行であった｡ ジェームズ・

�・ウォルフェンソン (��������	
����	
�)

前世界銀行総裁は､ 以下の様に述べている｡

障害者をメインストリームに入れるための

特別な努力がない限り､ 2000年９月に180

ヵ国以上の世界の首脳が承認したミレニア

ム開発目標の2015年までに極度の貧困を半

減すること､ またすべての子どもたちへ初

等教育を完全普及すること､ を実現するこ

とは不可能である20｡

社会開発部の人口・社会統合課は､ ���の

モニタリングに関して2004年と2005年に地域内

の政府と���を対象に38項目からなるアンケー

ト調査を行っている｡ 目的は､ 各国による障害

に関する国内行動計画の策定とその計画の達成

状況を把握・評価することであった｡ この結果

を踏まえて､ 達成に必要なアクションを特定す

るためのモニタリング､ および障害問題への権

利に基づくアプローチの促進が不可欠と認識さ

れ､ モニタリングのツール作成の検討会議が開

かれている｡ 特に､ 実際の障害者数､ 貧困障害

者数など把握されていない問題が確認されてい

る｡ 現在､ �������は障害者に関する指標､

モニタリングを目的とする指標作成マニュアル

に取り組んでいる｡ また､ ｢ひと目でわかる障

害関連情報：アジア太平洋28の国と地域のプロ

フィール (������
�������
������� 	��
�	�28

�	!�� �����"� �����������"�
��������)｣21

を出版し､ 各国の障害関連の統計データや政策

の情報を提供している｡ 2007年９月19～21日に

は､ �������本部でハイレベル政府間会合が

開催されており､ 2002年から始まった ｢第二次

アジア太平洋障害者の10年｣ の最初の５年間の

進行状況の把握・中間時点での後半５年の戦略

修正及び目標設定を協議している｡ そこでは､

｢高齢化・障害と開発｣ のメインストリーミング
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図２ びわこミレニアム・フレームワークにおける優先領域

(出所：内閣府 『障害者白書』 平成18年版 #�3219 )

19 
��#�$$%%%8���	�&	�'#$�
	!&��$%
���#�#� $
18
�(!�
	$)���!�$#"�$#"�$01*02*02*02�#"�
20 ウォルフェンソン氏は世界銀行総裁を1995年から2005年まで努め､ 任期中には世銀初の障害と開発に関する常勤顧問 (ジュディ・ヒューマン
が2002年に着任) を置いた｡ このステートメントは､ �	
����	
�(2005�)+#�2�

21 
��#�$$%%%�!�����#�	 &$���"$#���$"�����
���$#!�
�����	��$&
����$"�����
���,20��,20�,20&
�����#"�を参照｡



さらに活動を促進するために ｢びわこプラス５：

アジア太平洋地域における障害者のためのイン

クルーシブでバリアフリーな権利に基づく社会

へ向けてのさらなる取り組み｣ を採択して

いる｡

障害者の中でも女性障害者は､ 女性であるこ

とと障害を持っていることの２重の差別に直面

している｡ 開発途上国では､ その上貧困の問題

も加わり３重の差別と直面することが多い｡ そ

こで､ �������は女性障害者を対象とするワー

クショップの開催を通して能力育成に取り組ん

でいる22｡ また､ ジェンダー関連組織における

女性障害者問題の啓発を奨励している｡

�������は多くの障害者に関わる地域ネット
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表５ 障害とミレニアム開発目標

目 標 障 害 者 の 現 状

目標１：極度の貧困と飢餓の
撲滅

・世界には約６億の障害者であり､ そのうち70％が開発途上国で生活し
ている｡ 82％は貧困線以下の生活をしている｡
・世界銀行の統計によると､ 極貧困層の17％が障害者である (��	
��
1999)｡ 50％の障害は予防可能であり､ 障害の20％は栄養失調が原因
である (
��
�2000)

目標２：初等教育の完全普及
の達成

・障害児抜きでは初等教育の完全普及は達成出来ない｡
・開発途上国の２～10％の障害児しか教育を受けていない｡
・１億1500万の子どもの約4000万人は障害を持った子どもである｡

目標３：ジェンダー平等推進
と女性の地位向上

・女性障害者は女性と障害者という多重差別をうけ､ 社会の中でも最も
脆弱な集団である｡ ｢障害｣ を検討した施策を検討しなければ目標達
成は難しい｡
・女性障害者は平均よりも２～３倍の確率で身体的・性的虐待の犠牲者
となっている｡
・障害を持つ女子は (障害を持たない女子と同じように) 学校に通う率
が低い｡
・男性障害者に比べ女性障害者は医療支援や治療・サービスを受けてい
ない｡

目標４：乳幼児死亡率の削減 ・障害乳幼児の死亡率は平均より最高で80％高い (５歳以下の死亡率が
20％以下の国でも言える)｡
・10人に１人が障害を持って生まれている｡

目標５：妊産婦の健康の改善 ・�����の推定によると､ 2000万人の女性が妊娠､ 出産からの障害を抱
えている｡ １分に30人の女性が出産による何らかの障害を受けている｡
・毎年２千万人の女性が妊娠出産時に障害者になっている｡

目標６：���／エイズ､ マラ
リア､ その他の疾病
の蔓延の防止

・予防や医療・社会サービスなどに関する情報不足や目標６に関連する
必要な教育を受けていない｡

目標７：環境の持続可能性
確保

・環境悪化は疾病及び障害の大きな原因である｡

目標８：開発のためのグロー
バルなパートナーシッ
プの推進

・障害のメインストリーム化への取り組みが不可欠である｡
・障害者の大多数が新しい技術の恩恵の利用から妨げられている｡

(出所：
��
 (2000)���	
�(1999)��
����
����(2005)�����
�(2005)�������
��	� ��!�����!���
!����(2007) を整

理し筆者作成)

22 �!!"#$$			%&���'
"%��($����$"���$"& ��'
!����$�""�$13$'�
"6%�!�



ワーク化の発足を支援しており､ この点からも

大きな役割を果たしている｡

上述したような活動は､ アフリカの障害者10

年 (2000年－2009年) とアラブの障害者10年

(2004年－2013年) として実施されている｡ こ

のような �������のイニシアティブは､ 障

害者問題に関する地域内の国際機関のなかでも

世界銀行と並ぶリーダー的な組織として存在し

ている｡

３. 新たなパライムにおける主要な概念
� ノーマリゼーション (���������	��
)
ノーマリゼーションの理念は､ 国際障害者年

(1981年)において ｢完全参加と平等｣ とうテー

マで掲げられている｡ その考え方は､ 1950年代

に北欧のデンマークやスウェーデンの知的障害

者の親の運動から始まったものである｡ 1969年

にデンマークのバンク－ミケルセン (�����	
�

�
����
�������)23 が ｢精神遅滞者にできるだ

けノーマルに近い生活を提供すること｣ が目的

であると述べている｡ その後､ スウェーデンの

ニィリエ (���
	��) やアメリカのヴォルフェ

ンスベルガー (�����������	��	) によって､

当初の施設内のノーマリゼーションから､ 次第

にすべての障害者を対象とした生活条件や生活

形態を変え､ 生活の質を高めて行く事の意味へ

と変化していった24｡ ヴァルフェンスベルガー

は､ 知的障害者に対する社会的偏見や意識をい

かに変えていくか､ 知的障害者の社会での役割

をいかに高めていくかという ｢社会的役割の実

践｣ という概念を用い､ 障害のある人たちの人

間としての固有の価値の重要性を主張している｡

現在では､ 障害者の地域社会統合を目指す理念

として展開されている｡ この思想は､ 障害者の

普遍的人権､ 尊厳は他の市民と同じで､ 差別な

く障害を持つ者も持たない者も平等に生活でき

る社会がノーマルであるということを意味して

いる｡ さらに､ そのような社会に変革していく

ことの側面も強くもっている｡

� 社会的包括 (ソーシャル・インクルージョン：
������

������
)

フランスをはじめとする��諸国では､ 社会

的包括 (ソーシャル・インクルージョン) は社

会政策の優先課題として位置づけられている｡

��でこの用語は､ 社会的排除 (ソーシャル・

エクスクルージョン) に対応する施策として登

場し､ 雇用､ 収入､ 教育､ 文化的・社会的な参

加への機会が喪失状態及びその過程を意味する

(園田・西村 2008)｡ グローバリゼーションが

急速に進む中､ 社会構造が大きく変動し､ 社会

から疎外・排除されてきた人たちが増加してい

る｡ この様な人々は､ 権利を有していながら社

会や国家が提供するサービスを受けていない場

合やアクセス出来ておらず､ 様々な制約や差別

を受け社会から排除されている状況にある｡ 具

体的には､ 精神・知的・身体に障害のある人､

高齢者や子ども､ 失業や貧困､ 薬物依存といっ

た問題を抱える人､ セクシャル・マイノリティ､

定住外国人などがあげられる｡ そこで､ 社会の

なかで孤立し､ 差別され､ 排除されやすい立場

にある人々を見過ごすことなく､ 社会連帯のな

かへ積極的に組み込んでいこうとする考え方が

社会的包括である｡ このような観点の重要性は､

1995年にデンバーク・コペンハーゲンで開催さ

れた社会開発サミットの､ 貧困削減､ 雇用､ 社

会的統合というテーマで取り上げられ再確認さ

れることとなった｡ 社会的統合とは､ ｢あらゆ

る人権の促進と擁護及び無差別､ 寛容､ 多様性

の尊重､ 機会の平等､ 連帯､ 安全及び不利で弱

い立場にあるグループ及び人々を含むすべての

人々の参加に基づき､ 安定した安全かつ構成な

社会を強化することにより社会統合を促進する｣

(国際連合広報センター､ 1998) と明記して

いる｡

� 潜在能力 (ケイパビリティー：��������	�)
アマルティア・センの提唱する ｢ケイパビリ

ティ｣ は､ ｢潜在能力｣ や ｢生き方の幅｣ など

と訳されている｡ センは次のように述べている｡

少し長くなるが引用してみたい｡

個人の福祉は､ その人の生活の質､ いわば

｢生活の良さ｣ として見ることができる｡

生活とは､ 相互に関連した ｢機能｣ (ある

状態になったり､ 何かをすること) の集合

｢高齢化・障害と開発｣ のメインストリーミング
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からなっていると見なすことができる｡ ……

ここで主張したいことは､ 人の存在はこの

ような機能によって構成されており､ 人の

福祉の評価はこれらの構成要素を評価する

形をとるべきだということである｡

機能の観念と密接に関連しているのが､

｢潜在能力｣ である｡ これは､ 人が行うこ

とのできる様々な機能の組み合せを表して

いる｡ 従って､ ケイパビリティは ｢様々な

タイプの生活を送る｣ という個人の自由を

反映した機能のベクトルの集合として表す

ことができる｡ (セン､ 1999､ ��59)

社会的に排除された人々が持っている財や資源

を､ 本人が自由に使えるかの自由度と選択の幅

があるかという考えである｡ 例えば､ 耳が聞こ

えない子どもがアクセスの問題や教育機会が乏

しいために満足な教育が受けられない状況や高

齢者の持っている能力・知識を生かす自由と選

択の幅が社会に存在しない状況などを意味して

いる｡ ソーシャルインクルージョンとの関係で

は､ 障害を持った人々の脱施設化で､ これまで

社会で排除された人々のメインストリーメング

とその人々の選択の幅を広げることであり､ 潜

在能力を高めることである (萩原､ 2005)｡

� エンパワーメント (����������	)
1980年代の半ばから ｢エンパワーメント｣ は､

開発分野でも注目されており､ 1995年に開催さ

れた社会開発サミットの公約を達成するための

重要な概念である｡ エンパワーメントの定義は

様々であるが､ 代表的なものは1976年に福祉研

究者のバーバラ・ソロモンが 『黒人のエンパワー

メント』 の中で定義したものであろう｡

ソーシャルワーカーやその他の援助専門家

が､ スティグマ化された集団に属している

ことで差別されていることから生じている

パワーの欠如状態を減らすために､ クライ

エントの一連の活動にたずさわる過程であ

る｡ (��������1976���20)

エンパワーメント実践は､ 個人､ 家族､ 集団､

地域の内部からパワーを引き出すことを目的に

しており､ 社会関係や政治・経済・文化側面に

おけるパワー構造を理解することが不可欠であ

る｡ 住民参加25を促進する場合と同じように､

どのレベルでの実践を､ どの対象者に対して､

何を目的に行うかという点を明確にすることが

必要である｡ グティエーレス､ パーソンズ､ コッ

クス (1998) は､ 以下の４つの次元でのエンパ

ワーメント26の介入を提示している｡

１. ソーシャルワーカー・クライエント関係

の構築：ニーズ・アセスメントと社会資

源の連携

２. 教育：問題を解決するために必要な知識

や技能の提供

３. 資源の確保：サービスや資源へのアクセ

スの方法・コミュニケーションの習得

４. ソーシャルアクション：問題の政治的・

制度的側面への働きかけ (マクロの変革)

このようなエンパワーメント実践は､ 抑圧され

た住民を対象に展開されてきており､ 歴史的に

は抑圧された女性､ 障害者､ マイノリティ､ 移

民労働者､ 高齢者などを対象としている｡

おわりに 今後の課題
本稿では､ アジア太平洋諸国における高齢化

と障害問題の現状について､ 	
���
�の活動

に焦点を当てその取り組みを紹介した｡ 特に､

	
���
�の障害者問題への取り組み27は､

アフリカの障害者の10年やアラブ障害者の10年

のきっかけとなる ｢第一次アジア太平洋障害

者の10年 (1993－2002)｣､ 国連ミレニアム開発

目標の貧困削減と障害問題とのリンク､ そして

現在の ｢第二次アジア太平洋障害者の10年

(2003－2012)｣ へと展開してきている｡ その期

間に開催したさまざまな会議やワークショップ
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25 住民参加のレベルに関しては ����
�������(1969) を参照｡
26 高齢者を対象としたエンパワーメント実践に関する文献は����コックス＆����パーソンズ著 (1997) 『高齢者エンパワーメントの基礎：ソー
シャルワーク実践の発展を目指して』､ ����グティーエーレス､ ����パーソンズ､ ����コックス編 (2000) 『ソーシャルワーク実践におけるエ
ンパワーメント：その理論と実践の論考集』 小松源助監訳 相川書房を参照｡

27 ���
�の障害者分野における取り組みは､ 1990年代から赴任された日本人障害者プロジェクト担当官 (現琉球大学高嶺豊教授) による功績
による部分が大きい｡ 高嶺氏は､ ｢アジア太平洋障害者の十年｣ に対する功績に対し､ 日本政府の総理大臣賞を受賞している｡



を通して地域内の専門家､ ���､ 当事者団体

のネットワーク化､ 障害者のエンパワーメント

を推進してきた役割は大きい｡ また､ ｢バンコ

ク草案｣28 は障害者の優先課題に関する具体的

な内容を示したものであり､ 障害者権利条約草

案の鍵となる文書となっており､ ������	の

果たした役割は高く評価されている｡ 2006年12

月に ｢障害者権利条約｣29 が採択され､ 2007年

５月に発行し､ 現在48ヶ国が批准している｡ ア

ジア太平洋地域においては､ オーストラリア､

バングラデシュ､ 中国､ インド､ ニュージーラ

ンド､ フィリピン､ 韓国､ タイの８ヶ国が批准

している｡ 今後､ 加盟国に対して条約への署名､

批准に向けての推進も ������	の大きな役

割と考えられる｡

障害者の権利条約に続く次の課題は､ 高齢者

の ｢人権保障｣ であろう｡ 地域内の高齢者は､

貧困､ 高齢者の人権擁護とその確立､ エイズ孤

児への介護､ 災害対策などの課題に直面してい

る｡ しかし､ 加盟国の多くは財源の問題､ 専門

家不足､ 組織体制が不十分などの理由で十分に

取り組んでいるとはいえない｡ 実際､ 障害者や

高齢者の問題は優先順位が低いことも少なくな

く､ 近年の世界経済危機の影響による財政難を

理由に､ さらに悪化している状況も推測される｡

今後､ 障害者問題への取り組みと同様に､ 高齢

者への支援の取り組みのなかに､ ｢権利に基づ

いたアプローチ｣ のパラダイムシフトの推進､

啓蒙活動・アウトリーチ､ 関係政府機関・当事

者団体・���とのネットワーク強化､ 専門家・

当事者リーダーの育成などに取り組むことが一

層求められる｡ 今では､ 一般的となった ｢ジェ

ンダーのメインストリーミング化｣ のように､

開発のすべてのプロセス・レベルにおいて確実

に ｢高齢者および障害者｣ のメインストリーミ

ング化と当事者のエンパワーメントが求められ

る｡

両分野に共通する課題の一つは､ 対象者に関

するデータ収集や現状把握が不十分な点があげ

られる｡ 特に､ 障害者に関しては､ 障害の定義

が国によって異なっているなどの理由から比較

が難しく､ 多くの国々は障害者の数､ 実態を把

握できていない状況である｡ データの整備や専

門家養成への支援もさらに必要である｡ また､

これまで以上に障害者および高齢者関係の

���や地域機関との協力的な取り組みおよび

ネットワークを強化し､ 当事者リーダーの養成､

組織の強化､ 組織間のネットワークづくりをさ

らに支援することが必要である｡ 雇用及び訓練

分野は､ 障害者と高齢者にとり不可欠であるが､

十分な取り組みがなされていないため､

������	のイニシアティブが必要であろう｡

また､ 対象地域としては､ 中央アジアと太平洋

の諸地域へ重点を置いた活動の展開も重要であ

る｡

最後に､ ������	の地域委員会としての活

動範囲には､ １)国連総会および経済社会理事

会を通して､ グローバルな規範設定に貢献する､

２)地域内でのコンセンサスを促進させる､ ３)

国連諸機関の活動を調整するための地域調整メ

カニズムとしての役割があげられる｡ 現在､ バ

ンコクには20以上の地域事務所が設置されてお

り､ ������	がその調整役を担うことも重要

となってくるだろう｡ 国連の新たな取り組みで

ある ｢
��
���
�������(一貫性を持った支

援)｣30 を押し進める上での期待も大きい｡ 今後､

������	には､ �
��の重要課題である貧困

削減を達成するためにも､ 障害者および高齢者

のメインストリーミング､ 当事者のエンパワー

メント､ モニタリング及び人材育成に向けてよ

り一層取り組むことが求められている｡
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28 この ｢バンコク草案｣ は､ 2001年12月19日の国連決議56�168に基づいて設置された障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する総合的かつ
包括的な国際条約に関する特別 (アドホック) 委員会の条約起草に関する討議に寄与する目的で作成された｡

29 日本は2007年９月28日に署名しているが､ 批准には至っていない｡
30 2006年11月､ ｢開発､ 人道援助､ 環境の分野における国連システムの一貫性に関するハイレベル・パネル｣ が国連改革に関する包括的な報告
書 )
��
���
�������*をアナン事務総長に提出し､ これを受けて､ 各国において国連システムが一体となって開発を推進する試験的な取り
組みが８ヶ国で実施されている｡



国際協力の現状と課題』 外務省委託 平成17年
度���研究会 (障害分野)

国連開発計画, 1994, 『人間開発報告書1994』 国際
協力出版社.

国連開発計画, 2000, 『人間開発報告書2000』 国際
協力出版社.

国際連合広報センター, 1998, 『コペンハーゲン宣
言及び行動計画 世界社会開発サミット
1995年３月６日－12日』

佐藤久夫・小澤温, 2005, 『障害者福祉の世界』 有
斐閣.

セン, ���1999, 『不平等の再検討 潜在能力と
自由』 池本幸生・野上裕生・佐藤仁 訳 岩波
出版.

園田恭一・西村昌記 編, 2008, 『ソーシャル・イ
ンクルージョンの社会福祉 新しい〈つな
がり〉を求めて』 ミネルヴァ書房.

高峰豊, 2003, ｢国連アジア太平洋経済者かい委員
会 (��	�
)｣ 『世界の社会福祉年鑑2003』 (萩
原康生・松村祥子・後藤玲子・宇佐見耕一編
集代表) 旬報社, 489‒502.

萩原康生, 2005, ｢ソーシャル・インクルージョン
の意義と課題｣ 『ソーシャルワーク研究』 30(4),
4‒8.

花村春樹, 2004, 『｢ノーマリゼーションの父｣ ����
バンクーミケルセン』 ミネルヴァ書房.
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